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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 12月 17日 (2004.12.17)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ２ つ の 開 口 か ら 同 一 平 面 上 に 画 像 を 投 影 す る 投 影 装 置 と 、
　 前 記 平 面 上 又 は そ の 近 傍 に 配 置 さ れ た 、 前 記 ２ つ の 開 口 の 像 を 観 察 用 の 瞳 位 置 に 結 像 さ
せ る 結 像 手 段 を 有 す る 平 板 状 の 表 示 部 と 、 前 記 表 示 部 を 保 持 し 、 前 記 投 影 装 置 を 支 持 す る
保 持 支 持 部 と を 備 え 、
　 前 記 表 示 部 が 前 記 保 持 支 持 部 か ら 着 脱 可 能 に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 観 察 装 置
。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 保 持 支 持 部 が 、 前 記 表 示 部 を 保 持 す る 保 持 部 と 、 該 保 持 部 と 前 記 投 影 装 置 を 支 持 す
る 支 持 部 と か ら な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 観 察 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 保 持 部 が 、 滅 菌 可 能 な 部 材 か ら な り 、 前 記 支 持 部 か ら 着 脱 可 能 に 構 成 さ れ て い る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 観 察 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
　

前 記 表 示 部 の 表 示 面 の 側 方 に 該 表 示 部 を 把 持 可 能 な 摘 み 部 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 観 察 装 置 。

前 記 表 示 部 が 、 前 記 保 持 部 へ の 着 脱 箇 所 に 脱 落 防 止 手 段 を 有 し て い る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 観 察 装 置 。

前 記 投 影 装 置 が 、 該 投 影 装 置 の ２ つ の 開 口 部 を 覆 う 大 き さ の 透 明 光 学 部 材 を 備 え た ド レ
ー プ で 覆 わ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 観 察 装 置 。



【 請 求 項 ７ 】
　

【 請 求 項 ８ 】
　
【 請 求 項 ９ 】
　

【 請 求 項 １ ０ 】
　

【 請 求 項 １ １ 】
　

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま た 、 本 発 明 に よ る 観 察 装 置 は 、 前 記 保 持 部 が 、 滅 菌 可 能 な 部 材 か ら な り 、 前 記 支 持 部
か ら 着 脱 可 能 に 構 成 さ れ て い る の が 好 ま し い 。
　

　

　

　

　

　
　

　

　                                                                               

(2) JP 2003-233143 A5 2005.7.28

表 示 装 置 と 、 該 表 示 装 置 を 保 持 す る 保 持 支 持 部 と 、 透 明 パ ネ ル を 備 え た ド レ ー プ と で 構
成 さ れ 、 前 記 表 示 装 置 及 び 保 持 支 持 部 が 、 前 記 表 示 装 置 の 表 示 面 を 前 記 ド レ ー プ の 透 明 パ
ネ ル で 覆 う よ う に し て 、 前 記 ド レ ー プ で 覆 わ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 観 察 装 置 。

前 記 表 示 装 置 が 立 体 表 示 装 置 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の 観 察 装 置 。

前 記 表 示 部 が 拡 散 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ６ の い ず れ か に 記 載 の 観
察 装 置 。

前 記 表 示 部 が 再 利 用 部 と デ ィ ス ポ 部 と か ら な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 観 察
装 置 。

前 記 表 示 部 と し て 、 ３ Ｄ 観 察 用 表 示 パ ネ ル と ２ Ｄ 観 察 用 表 示 パ ネ ル と が 交 換 可 能 に 取 り
付 け ら れ る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 観 察 装 置 。

ま た 、 本 発 明 に よ る 観 察 装 置 は 、 前 記 表 示 部 の 表 示 面 の 側 方 に 該 表 示 部 を 把 持 可 能 な 摘
み 部 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。

ま た 、 本 発 明 に よ る 観 察 装 置 は 、 前 記 表 示 部 が 、 前 記 保 持 部 へ の 着 脱 箇 所 に 脱 落 防 止 手
段 を 有 し て い る こ と を 特 徴 と す る 。

ま た 、 本 発 明 に よ る 観 察 装 置 は 、 前 記 投 影 装 置 が 、 該 投 影 装 置 の ２ つ の 開 口 部 を 覆 う 大
き さ の 透 明 光 学 部 材 を 備 え た ド レ ー プ で 覆 わ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。

ま た 、 本 発 明 に よ る 観 察 装 置 は 、 表 示 装 置 と 、 該 表 示 装 置 を 保 持 す る 保 持 支 持 部 と 、 透
明 パ ネ ル を 備 え た ド レ ー プ と で 構 成 さ れ 、 前 記 表 示 装 置 及 び 保 持 支 持 部 が 、 前 記 表 示 装 置
の 表 示 面 を 前 記 ド レ ー プ の 透 明 パ ネ ル で 覆 う よ う に し て 、 前 記 ド レ ー プ で 覆 わ れ て い る こ
と を 特 徴 と す る 。

ま た 、 本 発 明 に よ る 観 察 装 置 は 、 前 記 表 示 装 置 が 立 体 表 示 装 置 で あ る こ と を 特 徴 と す る
。

ま た 、 本 発 明 に よ る 観 察 装 置 は 、 前 記 表 示 部 が 拡 散 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。
ま た 、 本 発 明 に よ る 観 察 装 置 は 、 前 記 表 示 部 が 再 利 用 部 と デ ィ ス ポ 部 と か ら な る こ と を

特 徴 と す る 。
更 に 、 本 発 明 に よ る 観 察 装 置 は 、 前 記 表 示 部 と し て 、 ３ Ｄ 観 察 用 表 示 パ ネ ル と ２ Ｄ 観 察

用 表 示 パ ネ ル と が 交 換 可 能 に 取 り 付 け ら れ る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 。
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